
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
整水器内に流入する原水の流量を検出する流量センサと、
前記原水を電気分解する一対の電極板に印加する電圧を出力する電解電圧印加手段と、
生成されたイオン水または原水のｐＨ値を検出するｐＨセンサと、
前記電極板が設置された電解槽に流れる電流を検出する電解電流センサと、
生成したいイオン水のｐＨ値を設定するｐＨ設定手段と、
前記電極板に印加される電解電圧の増減とｐＨ値の検出速度を前記ｐＨセンサにより検出
された前記イオン水のｐＨ値のレベルに応じて変化させてこのイオン水のｐＨ値を設定ｐ
Ｈの所定範囲内にする制御手段とを有することを特徴とするイオン整水器。
【請求項２】
前記制御手段は、最初に生成された前記イオン水のｐＨ値が設定ｐＨの所定範囲内となっ
たときの流量レベルと電解電圧から他の流量レベルにおける電解電圧を算出し、この電解
電圧を前記電極板に印加することを特徴とする請求項１記載のイオン整水器。
【請求項３】
前記制御手段は、止水から通水に移行した場合および通水中に小さいｐＨ値から大きいｐ
Ｈ値に設定が切り換えられた場合において、前記イオン水の生成開始から所定時間経過後
より最大電解電圧を一定時間印加し、その後、設定された電解電圧を印加することを特徴
とする請求項１または２記載のイオン整水器。
【請求項４】
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前記制御手段は、前記イオン水の生成開始から一定時間小さい電解電圧を印加して前記電
解槽内の電解電流を検出することを特徴とする請求項１、２または３記載のイオン整水器
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、水道水等の原水を電気分解してアルカリイオン水および酸性イオン水を製造す
るイオン整水器に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
イオン整水器は水道水等の原水を電気分解してイオン水を得るもので、飲用、医療用等と
してはアルカリイオン水が、化粧水、殺菌洗浄水等としては酸性イオン水がそれぞれ用い
られている。
【０００３】
ここで、近年においては、連続電解方式のイオン整水器が普及している。このイオン整水
器は、電解槽内で水道水等を電気分解して、陽極側に酸性イオン水を生成し、陰極側にア
ルカリイオン水を生成するものである。
【０００４】
以下、従来の連続電解方式のイオン整水器について説明する。
従来のイオン整水器は、整水器内に流入する原水の流量を検出する流量センサ、この原水
を電気分解するために電解槽に印加する電圧（以下、「電解電圧」という。）を出力する
電解電圧印加手段、生成されたアルカリイオン水または酸性イオン水（以下、「イオン水
」という。）や原水のｐＨ値を検出するｐＨセンサ、電解槽に流れる電流（以下、「電解
電流」という。）を検出する電解電流センサ、流量センサの検出流量から流量レベルを判
断して電解電圧印加手段に出力する電解電圧を決定するとともにタイマーやデータの演算
等を行う制御手段、生成したいイオン水のｐＨ値をスイッチ等で設定するｐＨ設定手段、
電解電圧等のデータを記憶する記憶手段、不具合をＬＥＤやブザーで知らせる警報手段か
ら構成されている。
【０００５】
そして、このような整水器に原水を流し込み、流量センサで検出された流量が記憶手段の
任意の流量以上の場合（以下、「通水」という。）、設定ｐＨ値の通水した流量レベルに
対応する電解電圧を記憶手段に予め記憶された任意の初期データから判断し、その電解電
圧を印加する。この後、設定ｐＨ値とｐＨ値を一定の速度で比較し、ｐＨ値が設定ｐＨ値
のたとえば±０．１になるまで印加する電解電圧を一定の速度で増減する。そして、ｐＨ
値が安定したときの電解電圧を設定ｐＨ値の当該流量レベルに対応する電解電圧として記
憶手段に記憶する。
【０００６】
同様に、設定ｐＨ値が切り換えられた場合や流量レベルが変化した場合には、変化した設
定ｐＨ値や変化した流量レベルに対応した任意の初期データである電解電圧を記憶手段か
ら判断して、その電解電圧を印加する。そして、生成されたイオン水のｐＨ値が設定ｐＨ
値の±０．１で安定したらそのときの電解電圧を記憶手段に記憶する。
【０００７】
生成開始後は、記憶手段に記憶されている最大電解電流値と電解センサで検出された電解
電流値とを比較し、検出電流値のほうが大きい場合には、過電流と判断して電解電圧出力
を停止するとともに警報手段で作業者に知らせるようになっている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
このように、従来の技術では、電解電圧を一定の速度で増減しつつ生成されたイオン水の
ｐＨ値を設定ｐＨ値の所定範囲内で安定させるようにしているため、ｐＨ値を安定させる
までに時間を費やしてしまう。
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【０００９】
また、最初に通水した流量レベル以外の流量レベルでイオン水を生成する場合、新しい流
量レベルでの通水開始時は記憶手段に記憶された任意の電解電圧が印加されるために、水
質の違いで生成されたイオン水のｐＨ値を設定ｐＨ値の所定範囲内で安定させるまでに時
間を費やしてしまう。
【００１０】
さらに、動作が止水から通水に移行した場合や通水状態で設定ｐＨ値を小さい値から大き
い値に切り換えられた場合には、変更されたｐＨ値の流量レベルに対応した電解電圧を印
加するようにしているが、これでは生成されるイオン水のｐＨ値が設定ｐＨ値の所定範囲
内に近づくまでに時間を費やしてしまう。
【００１１】
そして、イオン水の生成中に過電流が流れた場合には、制御手段に過負荷がかかって整水
器の動作が不安定になる。
【００１２】
そこで、本発明は、イオン水における設定ｐＨ値の所定範囲内までの到達時間を短縮する
ことのできるイオン整水器を提供することを目的とする。
【００１３】
また、本発明は、流量レベルが変化した場合において、イオン水のｐＨ値を短時間のうち
に設定ｐＨ値の所定範囲内で安定化させることのできるイオン整水器を提供することを目
的とする。
【００１４】
さらに、本発明は、動作が止水から通水に移行した場合や設定ｐＨ値が大きい値に切り換
えられた場合において、イオン水のｐＨ値を短時間のうちに設定ｐＨ値の所定範囲内で安
定化させることのできるイオン整水器を提供することを目的とする。
【００１５】
そして、本発明は、制御手段に過電流による過負荷がかかることのないイオン整水器を提
供することを目的とする。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
この課題を解決するために、本発明のイオン整水器は、整水器内に流入する原水の流量を
検出する流量センサと、原水を電気分解する一対の電極板に印加する電圧を出力する電解
電圧印加手段と、生成されたイオン水または原水のｐＨ値を検出するｐＨセンサと、電極
板が設置された電解槽に流れる電流を検出する電解電流センサと、生成したいイオン水の
ｐＨ値を設定するｐＨ設定手段と、電極板に印加される電解電圧の増減とｐＨ値の検出速
度をｐＨセンサにより検出されたイオン水のｐＨ値のレベルに応じて変化させてこのイオ
ン水のｐＨ値を設定ｐＨの所定範囲内にする制御手段とを有するものである。これにより
、イオン水における設定ｐＨ値の所定範囲内までの到達時間を短縮することができる。
【００１７】
このイオン整水器において、制御手段により、最初に生成されたイオン水のｐＨ値が設定
ｐＨの所定範囲内となったときの流量レベルと電解電圧から他の流量レベルにおける電解
電圧を算出し、この電解電圧を電極板に印加するようにすることができる。これにより、
イオン水のｐＨ値を短時間のうちに設定ｐＨ値の所定範囲内で安定化させることができる
。
【００１８】
また、このイオン整水器において、制御手段により、止水から通水に移行した場合および
通水中に小さいｐＨ値から大きいｐＨ値に設定が切り換えられた場合において、イオン水
の生成開始から所定時間経過後より最大電解電圧を一定時間印加し、その後、設定された
電解電圧を印加するようにすることができる。これにより、イオン水のｐＨ値を短時間の
うちに設定ｐＨ値の範囲内で安定化させることができる。
【００１９】
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さらに、このイオン整水器において、制御手段により、イオン水の生成開始から一定時間
小さい電解電圧を印加して電解槽内の電解電流を検出するようにすることができる。これ
により、過剰な電解電流が流れることが未然に防止され、過電流により制御手段に過負荷
がかからない。
【００２０】
【発明の実施の形態】
本発明の請求項１に記載の発明は、整水器内に流入する原水の流量を検出する流量センサ
と、原水を電気分解する一対の電極板に印加する電圧を出力する電解電圧印加手段と、生
成されたイオン水または原水のｐＨ値を検出するｐＨセンサと、電極板が設置された電解
槽に流れる電流を検出する電解電流センサと、生成したいイオン水のｐＨ値を設定するｐ
Ｈ設定手段と、電極板に印加される電解電圧の増減とｐＨ値の検出速度をｐＨセンサによ
り検出されたイオン水のｐＨ値のレベルに応じて変化させてこのイオン水のｐＨ値を設定
ｐＨの所定範囲内にする制御手段とを有するイオン整水器であり、イオン水における設定
ｐＨ値の所定範囲内までの到達時間を短縮することができるという作用を有する。
【００２１】
また、本発明の請求項２に記載の発明は、請求項１記載の発明において、制御手段により
、最初に生成されたイオン水のｐＨ値が設定ｐＨの所定範囲内となったときの流量レベル
と電解電圧から他の流量レベルにおける電解電圧を算出し、この電解電圧を電極板に印加
することとしたイオン整水器であり、イオン水のｐＨ値を短時間のうちに設定ｐＨ値の所
定範囲内で安定化させることができるという作用を有する。
【００２２】
さらに、本発明の請求項３に記載の発明は、請求項１または２記載の発明において、制御
手段により、止水から通水に移行した場合および通水中に小さいｐＨ値から大きいｐＨ値
に設定が切り換えられた場合において、イオン水の生成開始から所定時間経過後より最大
電解電圧を一定時間印加し、その後、設定された電解電圧を印加することとしたイオン整
水器であり、イオン水のｐＨ値を短時間のうちに設定ｐＨ値の範囲内で安定化させること
ができるという作用を有する。
【００２３】
そして、本発明の請求項４に記載の発明は、請求項１、２または３記載の発明において、
制御手段により、イオン水の生成開始から一定時間小さい電解電圧を印加して電解槽内の
電解電流を検出することとしたイオン整水器であり、過剰な電解電流が流れることが未然
に防止されて過電流により制御手段に過負荷がかからないという作用を有する。
【００２４】
以下、本発明の実施の形態について、図１から図５を用いて説明する。なお、これらの図
面において同一の部材には同一の符号を付しており、また、重複した説明は省略されてい
る。
【００２５】
図１は本発明の一実施の形態であるイオン整水器の構成を示す概略図、図２は図１のイオ
ン整水器における制御系を示すブロック図、図３は図１のイオン整水器において原水から
設定ｐＨ値の所定範囲内のイオン水を生成する手順を示すフローチャート、図４は図１の
イオン整水器において流量レベルが変化した場合における原水から設定ｐＨ値の所定範囲
内のイオン水を生成する手順を示すフローチャート、図５は図１のイオン整水器において
設定ｐＨ値が大きい値に切り換えられた場合における原水から設定ｐＨ値の所定範囲内の
イオン水を生成する手順を示すフローチャートである。
【００２６】
図１において、アルカリイオン水や酸性イオン水が生成されるイオン整水器３には水道水
等の原水を導入するための原水管１が接続されている。原水管１には水栓２が取り付けら
れており、この水栓２を操作することによって原水管１の管路が開放または遮断される。
【００２７】
イオン整水器３には、原水中の残留塩素を吸収する活性炭および一般細菌や不純物を取り
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除く中空糸膜等を備えた浄水部４が原水管１に接続されて設けられている。この浄水部４
には通水された水を電気分解する電解槽７が接続されており、浄水部４と電解槽７との間
には、配管内の原水の流量を測定する流量センサ５、グリセロリン酸カルシウムや乳酸カ
ルシウム等のカルシウムイオンを原水中に付与して導電率を高めるカルシウム供給部６が
順次設置されている。
【００２８】
電解槽７には内部を２つの電解室７ａ、７ｂに区画する隔膜８が設けられ、各電解室７ａ
、７ｂには電極板９、１０が配設されている。それぞれの電解室７ａ、７ｂには吐出管１
２、１８が取り付けられており、電極板９の配設された電解室７ａ内の水および電極板１
０の配設された電解室７ｂの水は各吐出管１２、１８を通して外部に排出される。
【００２９】
カルシウム供給部６と電解槽７との間から吐出管１８に連通してバイパス配管２３が設け
られている。バイパス配管２３には、イオン水生成時には閉位置とされる電磁弁１１が設
置されている。そして、この電磁弁１１を開くことにより、電解槽７内の洗浄に用いられ
た水がバイパス配管２３から吐出管１８を通って排出される。
【００３０】
吐出管１２と吐出管１８とを連通するようにしてセンサ用配管２４が設けられており、こ
のセンサ用配管２４には、原水や生成された水のｐＨ値を検出するｐＨセンサ１３が取り
付けられている。
【００３１】
このような配管構造を有するイオン整水器３には、このイオン整水器３の動作を制御する
ＭＰＵなどの制御手段１４が設けられている。
【００３２】
図２において詳しく示すように、制御手段１４には前述した流量センサ５、電磁弁１１、
ｐＨセンサ１３が電気的に接続されており、導入された水の流量データが流量センサ５か
ら制御手段１４へ送られ、バイパス配管２３の開閉が制御手段１４によりコントロールさ
れ、そして電解槽７を経た水のｐＨ値のデータがｐＨセンサ１３から制御手段１４へ送ら
れるようになっている。
【００３３】
また、この制御手段１４には、電極板９、１０に電解電圧を印加するＦＥＴ等の電解電圧
印加手段２１、この電解電圧印加手段２１で印加される電解電圧によって電解槽７に流れ
る電解電流を検出する電解電流センサ２２、イオン整水器３により生成したいｐＨ値を設
定するｐＨ設定手段１９およびイオン整水器３における過電流等の異常を表示やブザー等
で知らせる警報手段２０が電気的に接続されている。したがって、制御手段１４では、ｐ
Ｈ設定手段１９から送られたｐＨ値と電解電流センサ２２から送られた電解電流値とによ
り電極板９、１０に印加する電解電圧値を判断し、タイマー、およびデータの演算等を行
う。
【００３４】
さらに、制御手段１４には記憶手段１７が電気的に接続されている。記憶手段１７は、プ
ログラムとデータの初期値（定数）等を記憶するＲＯＭと動作するために必要なデータ（
可変数）等を記憶するＲＡＭ、電源が切られても保持データを記憶しているＥＥＰＲＯＭ
などから構成されており、イオン整水器３の動作情報等はこの記憶手段１７に記憶される
。
【００３５】
なお、このような制御手段１４は、電源投入用プラグ１５から取り入れられて電源部１６
において交流電流から変換された直流電流により動作される。
【００３６】
次に、以上のように構成された本実施の形態におけるイオン整水器３について、イオン水
を生成する動作を説明する。
【００３７】
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先ず、利用者は生成したいアルカリイオン水または酸性イオン水のｐＨ値をｐＨ設定手段
１９で入力し、水栓２を開く。これにより原水管１から通水された原水は、浄水部４で原
水中の残留塩素や不純物が取り除かれ、流量センサ５で通水量が検出され、カルシウム供
給部６でグリセロリン酸カルシウム等が溶解されて電解容易な水に処理された後、電解槽
７に案内される。
【００３８】
一方、電源投入用プラグ１５からはたとえばＡＣ１００Ｖの電圧が供給され、電源部１６
で制御用の直流電圧に変換される。そして、電解室７ａ、７ｂ内に設けられた電極板９、
１０に相互に極性の異なる電圧であるプラス電圧、マイナス電圧が印加される。これによ
り、陽極室、陰極室が形成され、陰極室側にアルカリイオン水が、陽極室側に酸性イオン
水が生成される。
【００３９】
流量センサ５に検出された流量レベルが所定値以上となったとき、制御手段１４により通
水と判断される。このときｐＨ設定手段１９で電解条件が設定されているので、制御手段
１４は電解槽７により電気分解を行うための電解電圧を電解電圧印加手段２１を介して電
極板９、１０に印加する。その結果、設定されたｐＨ値レベルの生成水が吐水管１２から
吐水される。
【００４０】
なお、イオン整水器３が止水状態になったとき、あるいは所定の洗浄条件を満たしたとき
、電極板９、１０に印加する電圧の極性を反転して電極板９、１０を洗浄する。洗浄終了
後は、制御手段１４により電磁弁１１を開き、バイパス配管２３、排水管１８より洗浄水
が排出される。
【００４１】
ここで、本実施の形態におけるイオン整水器３において原水から設定ｐＨ値の所定範囲内
のイオン水を生成するプロセスを図３を用いて説明する。なお、本実施の形態においては
、設定ｐＨ値の±０．１範囲内のイオン水を生成する場合について説明するが、設定ｐＨ
値に対する範囲は自由に規定することができる。また、流量レベルは４段階とされている
が、これも自由に設定することができる。
【００４２】
図３において、流量センサ５で検出されて制御手段１４に入力された流量が記憶手段１７
に記憶された流量値以上でない場合（以下、「止水」という。）には、電解電圧出力が停
止される（ステップ１）。
【００４３】
一方、流量センサ５による流量が記憶手段１７に記憶された流量値以上である場合（以下
、「通水」という。）には、ｐＨ設定手段１９で設定されたモードが浄水モードかどうか
が判断され（ステップ２）、浄水モードであれば電解電圧出力が停止される。また、アル
カリあるいは酸性モードであれば、通水開始から２０～４０秒経過したかどうか、つまり
ｐＨ値の制御を許可してもよいかが判断される（ステップ３）。そして、禁止であればス
テップ１に戻り、許可であれば生成イオン水のｐＨ値がｐＨセンサ１３から制御手段１４
に入力される（ステップ４）。その後、ｐＨ値制御速度の初期設定が終了したかどうかが
判断される（ステップ５）。
【００４４】
初期設定が終了していれば電解電圧が印加される（ステップ６）。未設定であれば制御速
度（０．５～２秒程度）の初期設定が行われ、記憶手段１７に記憶された任意に設定され
た初期データの電解電圧が印加される（ステップ７）。
【００４５】
ステップ６の後、設定されたｐＨ制御速度をカウントして、カウントオーバーでなければ
ステップ１に戻る（ステップ８）。また、カウントオーバーしていれば、ステップ４で制
御手段１４に入力されたイオン水のｐＨ値が設定ｐＨ値の±０．１の範囲内であるかが判
断され（ステップ９）、範囲内であれば制御速度４（２～８秒程度）が設定される。範囲
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外であればイオン水のｐＨ値が設定ｐＨ値の±０．２の範囲内であるかが判断され（ステ
ップ１０）、範囲内であれば制御速度３（２～８秒程度）が設定される。範囲外であれば
イオン水のｐＨ値が設定ｐＨ値の±０．３の範囲内であるかが判断され（ステップ１１）
、範囲内であれば制御速度２（２～８秒程度）が設定される。さらに、範囲外であれば（
ステップ１２）、制御速度１（０．５～２秒程度）が設定される。
【００４６】
そして、イオン水のｐＨ値が設定ｐＨ値の±０．１の範囲内であれば、その時の電解電圧
が設定ｐＨ値と流量レベルに対応した電解電圧として記憶手段１７に記憶され（ステップ
１３）、範囲外であれば、範囲内になるように電解電圧が増減され（ステップ１４）、ス
テップ１に戻される。
【００４７】
このように、本実施の形態によるイオン整水器によれば、電極板９、１０に印加される電
解電圧の増減とｐＨ値の検出速度をｐＨセンサ１３により検出されたイオン水のｐＨ値の
レベルに応じて変化させてこのイオン水のｐＨ値を設定ｐＨの±０．１範囲内にすること
としているので、イオン水における設定ｐＨ値の±０．１の範囲内までの到達時間を短縮
することができる。
【００４８】
ここで、原水の流量レベルが変化した場合におけるイオン水のｐＨ値制御について説明す
る。
【００４９】
図４において、イオン整水器３に最初に通水し、あるｐＨ値における任意の流量レベルで
、前述したようなステップ１～１４によって電解電圧の初期設定がされる。そして、この
初期設定が終了したかどうかが判断され（ステップ１５）、終了していなければ初期設定
が行われる。また、終了していれば、初期設定の流量レベルに対応した電解電圧以外の電
解電圧が各設定ｐＨ値において演算されて記憶手段１７に記憶される（ステップ１６）。
【００５０】
ここで、演算方法としては、初期設定で設定された電解電圧と予め記憶手段１７に記憶さ
れた設定ｐＨ値の流量レベルに対応する電解電圧データとの差を求め、その差の最大値、
最小値の範囲内で増減算して他の流量レベルにおける電解電圧を求める。
【００５１】
各設定ｐＨ値において、２回目以降の通水は、ステップ１～１４で設定された電解電圧に
ついて、記憶手段１７で前回記憶されたデータを更新して記憶する。
【００５２】
このように、本実施の形態によるイオン整水器によれば、最初に通水されて生成されたイ
オン水のｐＨ値が設定ｐＨの±０．１範囲内となったときの流量レベルと電解電圧から他
の流量レベルにおける電解電圧を算出し、この電解電圧を印加することとしているので、
流量レベルが変化した場合には、演算で得られた電解電圧値を印加することにより、水質
に関係なく、イオン水のｐＨ値を短時間のうちに設定ｐＨ値の±０．１の範囲内で安定化
させることができる。
【００５３】
次に、動作が止水から通水に移行した場合、設定ｐＨ値が大きい値に切り換えられた場合
におけるイオン水のｐＨ値制御について説明する。
【００５４】
イオン整水器に原水を通水した後、図５において、アルカリまたは酸性モードにおいて生
成開始からｍ秒（１～２秒程度）経過したかどうかが判断される（ステップ１７）。そし
て、経過していなければ、ステップ１８において、有する能力の１０～１５％程度の電解
電圧（以下、「電解電圧Ｘ％」という。）が印加される。また、経過していれば生成開始
ｎ秒（３～５秒程度）経過したかどうかが判断される（ステップ２２）。そして、経過し
ていれば設定されたｐＨ値と流量レベルに対応した電解電圧が印加される（ステップ２３
）。また、経過していなければ止水から通水、または通水中にｐＨ設定値が小さい値から
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大きい値に切り換えられたかどうかが判断される（ステップ２４）。切り換えられていれ
ば、１００％の電解電圧が印加され（ステップ２５）、そうでなければステップ２３に移
行される。
【００５５】
一方、ステップ１８で電解電圧Ｘ％を印加するとき、電解槽７内の電解電流値が電解電流
センサ２２から制御手段１４に入力される（ステップ１９）。そして、入力された電解電
流値と記憶手段１７で記憶された最大電解電流値とが比較される（ステップ２０）。その
結果、入力された電解電流値が最大電解電流値より大きい場合には、過電流と判断され電
解電圧の印加が停止されるとともに警報手段２０により作業者に警報が発出される（ステ
ップ２１）。また、小さい場合には、そのまま電解電圧Ｘ％が印加される。
【００５６】
このように、本実施の形態によるイオン整水器によれば、止水から通水に移行した場合や
通水中に小さいｐＨ値から大きいｐＨ値に設定が切り換えられた場合、イオン水の生成開
始から所定時間経過後より最大電解電圧を一定時間印加し、その後、設定された電解電圧
を印加するようにしているので、イオン水のｐＨ値を短時間のうちに設定ｐＨ値の範囲内
で安定化させることができる。
【００５７】
また、設定ｐＨ値において、イオン水の生成開始から一定時間小さい電解電圧を印加して
電解槽内の電解電流を検出するようにしているので、過剰な電解電流が流れることが未然
に防止され、過電流により制御手段１４に過負荷がかかることはない。
【００５８】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、電極板に印加される電解電圧の増減とｐＨ値の検出速度
をｐＨセンサにより検出されたイオン水のｐＨ値のレベルに応じて変化させてこのイオン
水のｐＨ値を設定ｐＨの所定範囲内にすることとしているので、イオン水における設定ｐ
Ｈ値の所定範囲内までの到達時間を短縮することができるという有効な効果が得られる。
【００５９】
また、本発明によれば、最初に通水されて生成されたイオン水のｐＨ値が設定ｐＨの所定
範囲内となったときの流量レベルと電解電圧から他の流量レベルにおける電解電圧を算出
し、この電解電圧を印加することとしているので、流量レベルが変化した場合に当該電解
電圧値を印加することにより、水質に関係なく、イオン水のｐＨ値を短時間のうちに設定
ｐＨ値の所定の範囲内で安定化させることができるという有効な効果が得られる。
【００６０】
さらに、本発明によれば、止水から通水に移行した場合や通水中に小さいｐＨ値から大き
いｐＨ値に設定が切り換えられた場合、イオン水の生成開始から所定時間経過後より最大
電解電圧を一定時間印加し、その後、設定された電解電圧を印加するようにしているので
、イオン水のｐＨ値を短時間のうちに設定ｐＨ値の範囲内で安定化させることができると
いう有効な効果が得られる。
【００６１】
そして、本発明によれば、設定ｐＨ値において、イオン水の生成開始から一定時間小さい
電解電圧を印加して電解槽内の電解電流を検出するようにしているので、過剰な電解電流
が流れることが未然に防止され、過電流により制御手段に過負荷がかからないという有効
な効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態であるイオン整水器の構成を示す概略図
【図２】図１のイオン整水器における制御系を示すブロック図
【図３】図１のイオン整水器において原水から設定ｐＨ値の所定範囲内のイオン水を生成
する手順を示すフローチャート
【図４】図１のイオン整水器において流量レベルが変化した場合における原水から設定ｐ
Ｈ値の所定範囲内のイオン水を生成する手順を示すフローチャート
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【図５】図１のイオン整水器において設定ｐＨ値が大きい値に切り換えられた場合におけ
る原水から設定ｐＨ値の所定範囲内のイオン水を生成する手順を示すフローチャート
【符号の説明】
５　流量センサ
７　電解槽
９，１０　電極板
１３　ｐＨセンサ
１４　制御手段
１９　ｐＨ設定手段
２１　電解電圧印加手段
２２　電解電流センサ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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